
 

アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会の開催について 

 

                    平成２０年７月１日        

内閣官房長官決裁 

 

１ 開催の趣旨 

  平成２０年６月６日に採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求 

 める決議」に関する官房長官談話を踏まえ、高いレベルで有識者の意見を聞 

 きながら、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り 

 組むため、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」（以下「懇談会」 

 という。）を開催する。 

 

２ 構 成 

(１)  懇談会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣官房長官が開催 

    する。 

（２） 座長は、出席者の互選により決定する。 
（３） 懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３ 主な検討事項 

  (１)  アイヌの人々の生活状況や差別等に関する実態把握 

  (２)  これまでのアイヌ政策の評価 

  (３)  「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を参照し、諸外国におけ

る先住民族政策等を整理 

(４) （２）及び（３）を踏まえた今後のアイヌ政策の検討 

 (５)  提言の取りまとめ 

 

４ 開催予定 

  懇談会は、平成２１年夏頃までの間、原則として月 1回開催する。 

 

５ 庶 務 

   懇談会の庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房アイヌ政策推進室に  

おいて処理する。    
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